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はじめに 

 

 少子化が急速に進行し、家庭や地域を取り巻く環境が大きく変容していく中、我が国で

は平成 15 年 7 月に次代を担う子どもたちを健やかに生み育てることを目的とした「次世

代育成支援対策推進法」が制定されました。 

 同法では、国及び地方公共団体を特定事業主として位置づけ、子どもたちを健やかに育

むために職員の仕事と子育ての両立を目指す行動計画の策定を義務付けています。 

本市では平成 17 年 4 月、「厚木市特定事業主行動計画 ～子育てをみんなで支え合うた

めの職員プログラム」を策定しました。平成 26 年４月には、「次代の社会を担う子どもの

健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律」が成立。特

定事業主行動計画が 10 年間にわたって延長されたことから、ワーク・ライフ・バランスの

更なる向上を目指して本計画の大幅な見直しを行いました。 

 また、平成 27 年８月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が成立し、

９月には「女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針」が閣議決定されました。

女性の職業生活における活躍の推進の分野においても、国及び地方公共団体は特定事業主

行動計画を策定することとなったことから、本市では本計画に女性職員の活躍を推進する

ための取組も盛り込みました。 

本市では平成 29 年から、上司が仕事をスマートに進めるとともに、部下のワーク・ライ

フ・バランスを実現していく「スマート・ワーク宣言」を実施し、風通しの良い働きやす

い職場づくりに取り組んでいます。本計画を推進していくために必要なことは、性別や上

下の関係を超えて職員一人一人が互いの理解を深め合うことです。仕事に関する様々な場

面で職員がコミュニケーションを育み、誰もが働きやすい職場環境をつくっていくことで

本計画を効果的に進めてまいります。 

 

令和 2 年 4 月 1 日 

 

厚木市長 

厚木市議会議長 

厚木市選挙管理委員会 

厚木市代表監査委員 

厚木市教育委員会 

厚木市消防長 

厚木市農業委員会 

厚木市立病院事業管理者 

厚木愛甲環境施設組合管理者 
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Ⅰ 総論 

１ 目的 

次世代育成支援対策及び女性職員の活躍の推進の基本理念に基づき、行動計画策定指

針に掲げられた基本的視点を踏まえた行動計画を策定し、職員が仕事と子育ての両立を

図ることができるよう、ニーズに即した次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進し

ていく。 

 

２ 計画期間 

令和２年４月１日から令和７年３月 31 日まで 

 

３ 特定事業主行動計画の策定等 

(1) 推進体制の整備 

    ア 次世代育成支援対策に関する管理職や職員に対する研修・講習、情報提供等を実

施する。 

イ 仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供を行う窓口の設置及び当該相

談・情報提供等を適切に実施するための担当者を配置する。 

(2) 計画の周知 

   特定事業主行動計画に定めた目標の達成に向け、研修・講習の開催、啓発資料のグ

ループウェアへの掲示等を通じ、各職場で取組を推進する。 

 

(3) 計画実施状況の点検及び公表 

本計画の実施状況・数値目標の達成状況を年度ごとに点検・評価し、職員のニーズ

を踏まえて対策の実施や計画の見直し等を図る。 

また、ホームページ等で毎年の実施状況を公表していく。 
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Ⅱ 具体的な内容 

１ 職員の勤務環境に関する事項 

(1) 妊娠中及び出産後における配慮 

ア 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度につい

て、グループウェア等を活用して周知を図る。 

イ 出産費用の給付等の経済的支援措置について、グループウェア等を活用して周知を図る。 

ウ 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しを行う。 

エ 妊娠中の職員に対しては、超過勤務を原則として命じないこととする。 

(2) 男性の子育て目的の休暇等の取得促進 

子どもが生まれた時の配偶者の分べん休暇並びに妻の産後等期間中の育児参加及び

育児休業等についてグループウェア等を活用して周知を図り、これらの休暇等の取得を促進する。 

(3) 育児休業等を取得しやすい環境の整備等 

ア 男性の育児休業等の取得促進 

育児休業、育児短時間勤務及び育児のための部分休業に関する制度について、グ

ループウェア等を活用してマニュアルの周知を図り、男性職員の育児休業等の取得

促進を図る。特に出産した女性の心身両面における負担を踏まえ、子どもの出生か

ら１年までの間に男性職員が 1 か月以上の育児に伴う休暇・休業を取得できるよう

積極的に勧奨する。 

イ 育児休業等の周知 

育児休業等の制度趣旨、内容及び休業期間中の育児休業手当金の支給等の経済的

な支援措置について、グループウェア等を活用して周知を図る。 

  ウ 育児休業等を取得しやすい職場の環境づくり 

   (ｱ) 会議等の場において、育児休業等の制度の趣旨を理解してもらい、次世代育成

支援対策に対する職場の意識の浸透を図る。 

   (ｲ) 育児休業等を取得した職員の担当業務が、特定の職員への負担増にならないよ

う十分に配慮する。 

   (ｳ) 子育て応援シート等を活用し、子どもが生まれる職員と所属長が休暇等の取得

予定や今後の業務等について面談を実施することで、業務分担の見直しや、職場

における子育てへの理解の促進など、対象職員が子育て制度を利用しやすい環境

を整える。 

エ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

(ｱ) 育児休業中の職員に対し、休業期間中の庁内連絡等を小まめに行う。 

(ｲ) 希望者に復帰時におけるＯＪＴ研修等を実施する。 

  オ 子育てを行う女性職員の活躍推進 

    育児などを行っている女性職員に配慮しながら、女性職員の職域の拡大を図り、

その能力が発揮できる登用を推進する。 

(4) 不妊治療への配慮 

   職員が働きながら不妊治療を受けられるよう、休暇制度の周知や管理職に対する

意識啓発等を通じ、不妊治療を受けやすい職場環境を醸成していく。 
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◎数値目標：育児休業の取得率 

令和６年度における一週間以上の育児休業の取得率につい

て、男性職員は 65％（策定時の目標値 13％）、女性職員

は 100％とする。 

 

(5) 超過勤務の縮減 

   ア 就学始期に達するまでの子どもがいる職員の深夜及び超過勤務制限制度の周知 

小学校就学始期に達するまでの子ども等のいる職員の深夜勤務及び超過勤務を制

限する制度について、グループウェア等を活用してマニュアルの周知を図る。 

 イ 一斉定時退庁日等の推進 

(ｱ) 定時退庁日を徹底し、庁内放送等による注意喚起を図るとともに、終業時間の

夕礼や管理職による定時退庁の率先垂範を行う。 

   (ｲ) 定時退庁できない職員が多い部署を人事当局が把握し、管理職への注意喚起を

行う。 

ウ 事務の簡素合理化の推進 

   (ｱ) 定例・恒常的業務に係る事務処理のマニュアル化を図り、定期的に必要性や合

理化などの見直しを図る。 

(ｲ) 新たに行事等を実施する場合には、目的、効果、必要性等について十分に検討

した上で実施するものとし、併せて既存の行事等との関係を整理する。 

エ 超過勤務の縮減のための意識啓発等 

 (ｱ) 所属ごとの超過勤務の状況を人事当局で把握し、超過勤務の多い職場の管理職

からヒアリングを行った上で注意喚起を行う。 

(ｲ) 人事当局は、所属ごとの超過勤務の状況及び超過勤務の特に多い職員の状況を

把握して管理職に報告し、超過勤務に関する認識の徹底を図る。 

(ｳ) 超過勤務縮減の取組の重要性について、超過勤務縮減キャンペーン週間等の実

施を通じて管理職を含む職員への意識啓発を図る。 

オ その他 

超過勤務の多い職員への健康診断の実施など健康面の配慮を充実させる。 

 

◎目標：超過勤務時間数 

令和 6 年度における各職員の超過勤務時間数について、平成

30 年度における職員１人当たりの超過勤務時間数を上限とし

更なる縮減に努める。 
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(6) 休暇の取得の促進 

ア 年次休暇の取得の促進 

    (ｱ) 職員は、少なくとも年５日の年次休暇を取得するよう努め、各自が年間の年

次休暇取得目標を設定して確実な実行を図る。 

(ｲ) 会議等の場において、担当部署が定期的に休暇の取得促進を徹底すること

で、職場の意識改革を行う。 

    (ｳ) 管理職に部下の年次休暇の取得状況を把握させ、計画的な年次休暇の取得を

指導させる。 

    (ｴ) 人事当局は年次休暇の取得状況の確認を行い、取得率が低い部署の管理職か

らヒアリングを行った上で注意喚起を行う。 

(ｵ) 各部署の業務計画を策定・周知することにより、職員の計画的な年次休暇の

取得を促進する。 

(ｶ) キャンペーン等を実施し、年次休暇の取得促進を周知する。 

(ｷ)職員が年次休暇を安心して取得できるよう、事務処理において相互応援がで

きる体制を整備する。 

イ 連続休暇等の取得促進 

(ｱ) 月・金曜、休日を組み合わせた年次休暇の取得を促進する。 

(ｲ) 大型連休やお盆期間の公式会議を自粛する。 

(ｳ) 子どもの予防接種や授業参観がある日の年次休暇等の取得を促進する。 

(ｴ) 夏季特別休暇と合わせた年次休暇の取得計画表を作成し、連続休暇の取得を

促進する。 

(ｵ) 勤続 10 周年等の節目に、特別休暇や年次休暇を組み合わせた１週間以上の

長期休暇の取得を促進する。 

(ｶ) 職員や家族の誕生日、結婚記念日等における年次休暇の取得を促進する。 

ウ 子どもの看護等のための特別休暇の取得の促進 

     子どもの看護休暇等の特別休暇を周知するとともに、取得を希望する職員が

100％取得できる職場環境の整備を図る。 

(7) 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組 

ア ハラスメント防止のための研修会を開催する。 

   イ 各年齢層に対し、研修を通じた意識啓発を行う。 

 

◎数値目標：年次休暇の取得率 

令和６年度における職員の１人当たりの年次休暇取得日数 

について、平成 30 年度比 20％増加させる。 
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２ その他の次世代育成支援対策に関する事項 

(1) 子育てバリアフリー 

子どもを連れた市民等が気兼ねなく来庁できるよう、職員による親切な応接をはじ

めとしたソフト面でのバリアフリーの取組を推進する。 

(2) 子ども・子育てに関する地域貢献活動 

ア 子どもを交通事故から守る活動の実施や支援 

交通事故の予防について、通知による呼び掛けを実施する。 

イ 安心・安全に子どもを育てられる環境の整備 

子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、セーフティプロモーシ

ョンなど地域住民等の自主的な防犯活動、少年非行防止、立ち直り支援の活動等へ

の職員の積極的な参加を推進する。 

(3) 子育てアドバイザーの設置 

子育て経験のある職員又は専門家による「子育てアドバイザー」を設置し、職員に

対して様々なアドバイスを行う。 
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３ 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標 

  女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第 7 条第 1 項の規定に基づく事業

主行動計画策定指針及び同法第 19 条第３項に基づき、市長部局、議会事務局、選挙管

理委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局、教育委員会事務局、消防本部、市立

病院事務部門において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把

握し、改善すべき事情について分析を行った。 

（1）採用した職員に占める女性職員の割合 

【全職種】 

 H30 年度 H29 年度 H28 年度 

男性 54 人 48 人 63 人 

女性 44 人 57 人 51 人 

合計 98 人 105 人 114 人 

女性割合 44.9％ 54.3％ 44.7％ 

  

【行政職】 

 H30 年度 H29 年度 H28 年度 

男性 20 人 20 人 24 人 

女性 24 人 22 人 18 人 

合計 44 人 42 人 42 人 

女性割合 54.6％ 52.4％ 42.9％ 

【消防職】 

 H30 年度 H29 年度 H28 年度 

男性 7 人 10 人 19 人 

女性 0 人 1 人 1 人 

合計 7 人 11 人 20 人 

女性割合 0.0％ 9.1％ 5.0％ 

 

【医療職】 

 H30 年度 H29 年度 H28 年度 

男性 27 人 18 人 20 人 

女性 20 人 34 人 32 人 

合計 47 人 52 人 52 人 

女性割合 42.6％ 65.4％ 61.5％ 

   【分析】行政職の女性割合は年々増加傾向にあるが、H30 年度における全職種の女

性割合は減少となった。これは、行政職で増加した一方で、消防職で採用がなく、

医療職の採用が減ったことが原因となっている。 
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（2）管理職に占める女性職員の割合 

【行政職 1】 

 H30 年度 H29 年度 H28 年度 

女性管理職数 16 人 19 人 19 人 

全管理職数 137 人 149 人 159 人 

女性の割合 11.7％ 12.8％ 11.9％ 

                           ※課長職以上 

【分析】H29 年度に女性管理職数の割合が増加したが、H30 年度は女性管理職数が

減少し、割合も下がっている。例年、11～12％の範囲で推移している。 

（3）各役職段階に占める女性職員の割合【係長職相当以上】 

   【行政職 1】 

 H30 年度 H29 年度 H28 年度 

女性部長・次長・参事職数 ５人 ５人 6 人 

部長・次長・参事職総数 64 人 64 人 72 人 

女性の割合 7.8％ 7.8％ 8.3％ 

女性課長職数 11 人 14 人 13 人 

課長職総数 73 人 85 人 87 人 

女性の割合 15.1％ 16.5％ 14.9％ 

女性主幹職数 16 人 18 人 15 人 

主幹職総数 155 人 158 人 149 人 

女性の割合 10.3％ 11.4％ 10.1％ 

女性副主幹兼係長職数 10 人 6 人 9 人 

副主幹兼係長職総数 36 人 40 人 48 人 

女性の割合 27.8％ 15.0％ 18.8％ 

女性主幹職以上合計 32 人 37 人 34 人 

主幹職以上合計 292 人 307 人 308 人 

女性の割合 11.0％ 12.1％ 11.0％ 

女性係長相当職以上合計 42 人 43 人 43 人 

係長相当職以上合計 328 人 347 人 356 人 

係長相当職以上女性割合 12.8％ 12.4％ 12.1％ 

   【分析】主幹職以上の年度ごとの数値には多少の上下はあるが、どの項目も同程度

の割合で推移している。H30 年度は副主幹兼係長の割合は増加しており、今後

の女性管理職としての登用が期待される。 

(4) セクシュアル・ハラスメント等対策の整備状況 

  H25 年度に「職場におけるハラスメントに関する基本方針」を策定。ハラスメント

（セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護

に関するハラスメント）を定義し、その未然防止に向けた職員の責務や雇用管理上の配

慮について規定した。H29 年度には「厚木市職員のハラスメント防止に関する要綱」

を策定し、相談窓口の設置、懲戒処分を含めた対応措置について明文化した。  
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(5) 平均した継続勤務年数の男女の差異 

 【全職種】 

 H30 年度 H29 年度 H28 年度 

男性職員 19.17 年 19.25 年 19.05 年 

女性職員 13.03 年 12.99 年 12.83 年 

差（男－女） 6.14 年 6.26 年 6.22 年 

  【行政職】 

 H30 年度 H29 年度 H28 年度 

男性職員 21.01 年 21.01 年 20.81 年 

女性職員 16.50 年 17.23 年 17.32 年 

差（男－女） 4.51 年 3.78 年 3.49 年 

【消防職】 

 H30 年度 H29 年度 H28 年度 

男性職員 19.06 年 18.91 年 19.16 年 

女性職員 11.11 年 10.11 年 10.25 年 

差（男－女） 7.95 年 8.8 年 8.91 年 

【医療職】 

 H30 年度 H29 年度 H28 年度 

男性職員 6.53 年 6.39 年 5.59 年 

女性職員 8.74 年 7.92 年 7.47 年 

差（男－女） -2.21 年 -1.53 年 -1.88 年 

【分析】消防職や医療職では勤続年数が延びているが、行政職ではここ数年は短くな

っている。定年前に退職した常勤職員が、短時間の非常勤職員として働く例も増え

ている。 
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(6) 職員の各月ごとの平均超過勤務時間及び超過勤務の上限を超えた職員数 

※ 超過勤務の上限…月 45 時間。ただし、平成 30 年度は上限規制なし。 

【全職種】  

H30 年度 一人当たりの平均超過勤務時間数 超過勤務の上限を超えた職員数 

４月 17.26 125 人 

５月 17.29 87 人 

６月 13.30 69 人 

７月 14.91 75 人 

８月 13.21 66 人 

９月 14.95 59 人 

10 月 15.58 86 人 

11 月 15.31 77 人 

12 月 15.82 82 人 

１月 17.08 97 人 

２月 18.27 120 人 

３月 19.21 129 人 

【行政職】  

H30 年度 一人当たりの平均超過勤務時間数 超過勤務の上限を超えた職員数 

４月 17.03 99 人 

５月 14.06 54 人 

６月 11.20 44 人 

７月 12.53 50 人 

８月 12.06 45 人 

９月 12.80 39 人 

10 月 13.76 60 人 

11 月 13.36 51 人 

12 月 11.36 27 人 

１月 12.21 51 人 

２月 18.73 97 人 

３月 19.71 106 人 
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【消防職】  

H30 年度 一人当たりの平均超過勤務時間数 超過勤務の上限を超えた職員数 

４月 13.38 6 人 

５月 24.90 7 人 

６月 9.38 4 人 

７月 16.20 5 人 

８月 7.66 3 人 

９月 20.26 1 人 

10 月 15.69 4 人 

11 月 16.42 5 人 

12 月 30.73 34 人 

１月 32.65 27 人 

２月 13.84 1 人 

３月 15.51 2 人 

【医療職】  

H30 年度 一人当たりの平均超過勤務時間数 超過勤務の上限を超えた職員数 

４月 20.05 20 人 

５月 21.66 26 人 

６月 21.10 21 人 

７月 20.57 20 人 

８月 19.39 18 人 

９月 17.69 19 人 

10 月 20.38 22 人 

11 月 19.90 21 人 

12 月 19.41 21 人 

１月 21.37 19 人 

２月 19.50 22 人 

３月 19.94 21 人 

【分析】規則に上限時間を設ける前の結果だが、相当数の職員が月 45 時間以上の超過勤

務をしている。特に年度の切り替え時期には、超過勤務となる職員が多い。 
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(７) 男女別の育児休業取得率及び取得期間の分布状況 

【全職種】 

 H30 年度 H29 年度 H28 年度 

男性職員取得率 0％ 1.64％ 1.96％ 

女性職員取得率 100％ 100％ 100％ 

【行政職】 

 H30 年度 H29 年度 H28 年度 

男性職員取得率 0％ 1.64％ 1.96％ 

女性職員取得率 100％ 100％ 100％ 

【消防職】 

 H30 年度 H29 年度 H28 年度 

男性職員取得率 0％ ０％ 0％ 

女性職員取得率 100％ 100％ 100％ 

【医療職】 

 H30 年度 H29 年度 H28 年度 

男性職員取得率 0％ ０％ ０％ 

女性職員取得率 100％ 100％ 100％ 

 

  

育児休業取得期間【女性・全職種】

1年未満 
11.11%  

2 年以上 
2 年 6 月未満 
4.44%  

1年6月以上2年未満 
13.33%  

１年以上 
１年６月未満 
6.67%  

2 年 6 月以上 
3 年未満 
64.44%  

育児休業取得期間【女性・消防職】

2 年 6 月以上 
3 年未満 
100%  

育児休業取得期間【女性・行政職】

2 年以上 
2 年 6 月未満 
5.56%  

1年6月以上 
2年未満 
16.67% 

1年未満 
16.67%  

１年以上 
１年  ６月未満 
11.11%  

2 年 6 月以上 
3 年未満 
50.00%  

育児休業取得期間【女性・医療職】

1年未満 8.00%  
１年以上１年６月未満

4.00%  

1年6月以上 
2年未満 
12.00% 

2年以上 
2年6月未満 
4.00%  

2 年 6 月以上 
3 年未満 
72.0%  
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(８) 「男の産休」（男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇）の取得率 

及び合計取得日数の分布状況 

  【全職種】 

 H30 年度 H29 年度 H28 年度 

当該年度に配偶者が出産した職

員の【子の養育休暇】取得率 
13.21％ 18.33％ 6％ 

【配偶者分べん休暇】取得率 60.38％ 70％ 60％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分析】育児に伴う休暇・休業では、男性の育児休業取得に特に課題がある。また、「男

の産休」の取得率及び取得日数も少なく、休暇を取得しやすい職場環境の構築ととも

に更なる制度の周知が必要となっている。 

H30年度 配偶者分べん休暇取得日数

０日 21 人 

1 日 4 人 

2 日 

9 人 

３日 19 人 

H30年度 子の養育休暇取得日数

０日 46 人 

2 日 1 人 
5 日 

6 人 



 

14 

 

  当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定する。 

   なお、この目標は、市長部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、

農業委員会事務局、教育委員会事務局、消防本部、病院事業局、厚木愛甲環境施設組

合の全部局における共通した目標として位置付ける。それぞれの女性職員の職業生活

における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った結果、最

も優先すべき課題に対応するものから順に掲げる。 

 

◎ 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標 

(1) 管理的地位への女性職員の登用 

平成 30 年度の管理職職員（主幹職以上）に占める女性職員の割合は 12.9％（行

政職１＝11.0％）であったが、令和 2 年度以降の割合を第６次厚木市行政改革大綱

「あつぎ行政経営プラン」の目標値である 13.5％以上とする。 

(2) 男性職員の育児に伴う休暇・休業等の取得促進 

育児休業の取得目標を３ページの◎と同様とするとともに、「男の産休」の 100％

取得、連続 5 日以上の取得を勧奨していく。 

(3) 職員１人当たりの超過勤務時間数の縮減 

    数値目標は、４ページの◎と同様とする。 

４ 女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組 

  ３で掲げた数値目標の達成に向けて、次に掲げる取組を実施する。 

なお、この取組は、市長部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、農

業委員会事務局、教育委員会事務局、消防本部、病院事業局、厚木愛甲環境施設組合

の全部局における共通した取組として位置付け、それぞれの女性職員の職業生活にお

ける活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った結果、最も優

先すべき課題に対応するものから順に掲げる。 

(1) 管理的地位への女性職員の登用 

   人材育成基本方針に基づき、管理職への登用については、性別を問わず、能力、

実績など管理職としての資質を総合的に判断して行い、意欲と能力のある職員を積

極的に登用していく中で、女性職員の職域を拡大するとともに、能力が発揮できる

よう登用に努める。 

(2) 男性職員の育児休業等の取得促進 

取組については、３ページ(２)及び（３）と同様とする。 

(3) 職員１人当たりの超過勤務時間数の縮減 

    取組については、４ページ(４)と同様とする。 
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